
 
平成 31 年 3 月 18 日 

 

総合評価落札方式における価格点の上限について 

 

水資源機構では、平成３１年４月１日以降に一般競争入札の公告を行う全ての工

事及び測量・建設コンサルタント等業務について、総合評価落札方式において価格

点の上限を設定します。 
（平成２９年度から工事の総合評価落札方式（簡易型を除く）において価格点の上限を設定していますが、平

成３１年度から全ての工事及び測量・建設コンサルタント等業務へ拡充します。） 

 

 価格点の上限の概要は、以下のとおりです。詳細については、個別案件の入札説

明書をご確認ください。 

 

・工事に関する価格点の上限は、落札率７０％とします。 

  価格点の上限：３０点 

 

・測量・建設コンサルタント等業務に関する価格点の上限は、落札率６０％としま

す。 

 【簡易型】価格点の配分（４０点）：技術点（４０点）＝１：１の場合 

  価格点の上限：１６点 

【簡易型】価格点の配分（３４点）：技術点（３４点）＝１：１の場合 

  価格点の上限：１３．６点 
  

 【標準型】価格点の配分（３０点）：技術点（６０点）＝１：２の場合   

価格点の上限：１２点 
 

 【標準型】価格点の配分（１５点）：技術点（３０点）＝１：２の場合   

価格点の上限： ６点 

 

 ※【簡易型】１：１の業務については、「本業務に対する取り組み姿勢」は求め

ないこととします。 

 

 

○価格点の上限と落札率の関係 
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